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議事要旨 

 

１．開会 

  管理課長により開会 

２．議題 

  成澤会長（文京区長）より挨拶 

（成澤会長（文京区長）） 

本日は、ご多用のところ文京区交通安全協議会にご出席いただきまして、ありがとう

ございます。 
区内における年間の交通事故死傷者数ですけれども、昨年の令和５年は 505 人と、前

年に比べまして 21 人増加、今年令和６年の上半期は 263 人で、昨年の上半期より 54 人

増加し、増加傾向にございます。 
一方、駒込警察署管内では、交通死亡事故ゼロを連続９年間達成いただきまして、本

日、駒込交通安全協会に感謝状を贈呈させていただいたところでございます。鳥山会長、

長年にわたるご尽力に感謝申し上げたいと存じます。大島署長も本当にありがとうござ

います。 
また、引き続き８年間にチャレンジをしているのが大塚警察署ということで、間もな

く達成をするところでございます。 
本日は、上半期の交通事故状況及び春の交通安全運動の実施結果を報告し、秋の交通

安全運動の実施内容についてご審議をいただくこととなっております。道交法の改正に

より本年 11 月からは、自転車の酒気帯及び走行中に携帯電話を手で持って通話したり、

画像を見たりするものなどについて、罰則つきで違反となります。また、今後、自転車

に対する交通反則通告制度、いわゆる青切符の適用が予定をされております。 
交通安全に関する環境が変化する中で、区民一人一人の交通安全意識を向上させ、安

全で安心な地域社会を目指すため、本区の交通安全対策に一層のお力添えをお願いして、

開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。 
どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（１）報告事項 令和６年上半期文京区内交通事故発生状況（資料第１号） 
 ・事務局より資料第１号の説明 

【質疑】 

【浅川委員（文京区議会文教委員会委員長）】 
２ページのところの、残念ながらこの自転車等乗車中の事故原因のところの、酒酔

い運転というのが、本年、１件あったということですけれども、これについて青切符

とかの話も出ておりますけれども、この時点でどのような対処されたのかということ

と、今後の酒酔い運転だけではなくて、自転車の様々な、少しマナーの悪い運転です

とか、ルールを守らないとか、そういうのに対して、おそらく青切符が切られるとい

うことになるとしたときの、その取締りの方向性などを教えていただければありがた

いです。 

【永吉幹事（警視庁大塚警察署交通課長）】 
今先ほど質疑がございました飲酒運転の関係でございます。これにつきましては、

各種キャンペーン等を通じまして、自転車利用者、四輪も含めてですが、飲酒運転

にかかるものについては、従来通り資料等を活用しながら、注意喚起をしていると

ころでございます。 
また一方で、飲食店の経営者等々にもご協力をいただきまして、資料等を活用し、

飲酒後に自転車を利用して帰宅することがないように、注意喚起をして事故防止を図

っているところです。 
【浅川委員（文京区議会文教委員会委員長）】 



見つかったのは１件かもしれないけども実際には意外と多いのかなというのもあっ

て、しかもこれに電動キックボードで、酔っ払い運転をしている人が他の区で結構ニ

ュースとかでも出ているので、しっかりと取締りをしていただきたいなというのが１

点ございます。 
あと、過失なしというのは、これは車両がぶつかってきたとかそういう判断でよろ

しかったのでしょうか。お聞きしたいと思います。 

（事務局） 
過失なしの具体的なケースということでございますけども、恐れ入ります、警察の

方で、具体的な事例などを、おわかりでしたらご説明いただけますでしょうか。 

【永吉幹事（警視庁大塚警察署交通課長）】 
この歩行者の過失なしだけをとらえて話すとなかなか難しいところあるのですけれ

ども、ただ具体的な例ということで言うのであれば、通り上で通常に歩行している中

で、自転車等が後から当たってきた、接触してきたとかというものが考えられるので

はないかというふうに思います。 

【千代委員（文京区女性団体連絡会会長）】 
酒酔い運転は、時間帯は何時ごろで、例えば青切符を切るっていうときに、お巡り

さんがいらっしゃる時間帯とかっていうのは、例えば、夜だったら夜に青切符を切る

とか、昼間だったらそういうのはないから立っていないとか、そういうところはどう

いうご予定でいらっしゃいますでしょうか。 

（成澤会長（文京区長）） 
この具体的な１件については、わかりますか。どこのことなのかとか、分からなけ

れば、今後の方針で結構だと思います。 
個別の事例について議論する場所ではありませんから、今後の青切符の運用方針っ

てことでよろしいですかね。11 月以降、どのような方針なのかということは、本庁

等の指示はこれからなのかもしれませんが、その辺のことをご説明いただければ。 
【永吉幹事（警視庁大塚警察署交通課長）】 

すみません、手元に資料がないのでお答えできないところなのですけれども、一方

で、今ご質問がありました飲酒運転に係る取締りにつきましては、時間帯を設けて、

要は区分するということですね、なかなか計画上難しいところがあると思います。 
夜間帯に飲酒をする、例えば 18 時から 20 時、もしくは、深夜帯にかけて飲酒をす

ることが多い時間帯の以降に、通常の勤務を通じて、検問等、飲酒運転の撲滅を図っ

ているところでございます。 

【千代委員（文京区女性団体連絡会会長）】 
11 月から青切符が始まるわけですか。今もう８月の終わりなのですけど、その後

予定っていうのが、少し知りたいと思ったのですけれども。 

（事務局） 
道路交通法の改正に関して、11 月からといいますのが、飲酒運転等の罰則を設け

るということでして、青切符はまた別のスケジュールで動いているものとなります。 
飲酒運転についてどう対処していくかっていうことは、先ほどご説明いただいたと

ころでありますけども、具体的に文京区としてどうやっていくかというところは、こ

れからの審議事項として、この後ご審議いただく取り組みの中に、内容として、後程

ご説明させていただきますので、それも含めてご審議いただければと思っております。 

（成澤会長（文京区長）） 
改正法が施行されるのが 11 月で、青切符を実際に運用開始するのは別のタイミン

グですね。それは時期が決まってるのですかね。 
【永吉幹事（警視庁大塚警察署交通課長）】 

青切符の適用の話と飲酒運転の話はちょっと違うことがあるというところですので、

事務局の方から説明をお願いしたいと思います。 



（事務局） 
11 月からといいますのが、自転車の酒気帯び運転ですとか、スマホを見ながら運

転するといったことに対する厳しい罰、罰則つきの違反ということになります。青切

符は、比較的軽微な違反についての法改正が終わってるのですけども、施行の期日を

いつにするかというところがまだ決まっておりませんので、今後に向けてスケジュー

ルが決まっていくという流れになります。 

 

（２）報告事項 令和 5 年春の文京区交通安全運動の実施結果概要（資料第２号） 
 ・事務局より資料第２号の説明 

【質疑】 

【浅川委員（文京区議会文教委員会委員長）】 
まずお礼といいますか、この１ページの一番下のところ、交通安全施設の改善整備

です。交通安全として、車とか自転車だけじゃなくて道路の整備とかも、非常に安全

性が高まるようなことをしていただいたということで、一つは道路工事をやったとき

の歩道の段差ですね、子どもたちが朝、学校に登校するときに、ちょっとした段差に

つまずいて転んだことがあり、それをすぐに区に言いましたらボラードを立ててくだ

さって、それから転ばなくなったと。本当にちょっとしたことなのですけども、そこ

でつまずいて転んで、もし車が来たらと思うと、本当にすぐに対応していただいてよ

かったなと。これも交通事故の一つの防ぎ方というのですかね。 

あともう一つが、雨で水たまりがあって、これは国道だったのですけども、もうと

にかく横断歩道が３分の１、60 センチぐらいしか渡れない、あとはみんな水浸しに

なっていて、それをやはり国交省さんの方で直していただいて、それ、結構時間がか

かったのですけれども、やはりそういうところで、もし、道路が狭まって歩くところ

が交互通行で１人ずつしか行けないとなったら、こんなに横断歩道がわかりにくくな

るっていうのも、１年ぐらいかかったのですけれども、それでもやっていただいたら、

今、皆さんすごく安全に渡れるっていうことで、そういうことも、お礼を言わなけれ

ばいけないなと思いました。 
それで、質問の方なのですけども、駅前の、やはり歩道のところが、放置自転車の

撤去によってすごく歩きやすくなったのですね。これ本当にありがたいなというふう

に思ってます。 
ところが、ちょっと小耳に挟んだ内容なのですけれども、文京区は、バイクは取り

締まらないんだよっていうことを言ってる方がいたのですね。本当は駅前とかに置い

てもらっては困るのですけれども、ここに置いとけば大丈夫だとか言う人もいるらし

くて、実際にその噂っていうのは本当なのかどうか、確認させていただければと思っ

たのですけどもよろしいでしょうか。 
（事務局） 

放置禁止区域において撤去する対象としては自転車、それから原付ということを対

象としておりまして、実績としては、ほぼすべてが自転車というところになります。 
ただ決して撤去しないということではなく、対象としてはとらえておりますので、

そういったもし個別のお話でありましたら、ご相談いただき、対応については検討し

ていきたいと考えております。いずれしても放置禁止区域に置かないということは、、

今後も徹底して進めていきたいと考えております。 

【浅川委員（文京区議会文教委員会委員長）】 
質問したのはこの表のところの、自転車 80 に対してバイク２って、これやっぱり

噂通りなのかなって思ってしまったのですね。特に歩道に乗ってるとあんまり、駐車

違反のシール貼り貼られてないなっていうのも感じたのですけど、その辺りは、今後、

危なくないように取り締まっていただければと思いましたので、よろしくお願いいた

します。 



（事務局） 
少し補足をさせていただきますと、こちらの資料③の放置自転車バイク対策のとこ

ろの実績でございますけども、こちらの区で設定した放置禁止区域以外での交通安全

運動期間中の取り組みということになりますので、ここで 0 となっているところと、

放置禁止区域での取り組みとはまた異なるものだということを付け加えさせていただ

きます。 

 

（３）審議事項 令和６年秋の文京区交通安全運動の実施について（資料第３号） 
 ・事務局より資料第３号の説明 

【質疑】 

【千代委員（文京区女性団体連絡会会長）】 
２ページにあります高齢者運転の交通事故防止対策のところで、免許証の自主返納

って出てますけれども、例えばそこのところで、地方でしたら、タクシー券を差し上

げるとかそういうのがあるのですけど、区としてはどんなお考えがございますでしょ

うか。 
（事務局） 

文京区として、今回の交通安全運動の期間に、具体的に行うことは現時点ではまだ

決まっていないのですけれども、関係機関から、この機会にやっていきませんかとい

うご提案をいただいているところでございまして、これにつきましては、決まり次第

何らかの形で区民の方に向けてお知らせしていきたいというふうに考えております。 

【名取委員（文京区議会建設委員会委員長）】 
先日、町会連合会の意見交換会で、意見が出てくるのですが、自転車のルールを守

らない人が多いとか、様々な課題が出されました。こうした運動をしっかりやってい

ただいているのは十分承知してるのですが、それでも新しい交通手段もたくさん出て

きてますよね。電動キックボードだとか様々なそれぞれのルールが微妙に違うじゃな

いですか。 
ヘルメットを着用しなくてもいいものがあったりと、その辺りを区民に周知する方

法とか、あとはルールの徹底といって、交通安全教室とかをやっていただいて、こう

いうところに出てきてくれる方、そういう意識の高い方は当然守ってくれると思うの

ですが、ここに出てこない、自転車は自分の思い通りに運転していいんだ、みたいな

感覚で運転してる人がまだまだたくさんいるっていう現実を見てですね、この辺りを

どういうふうに、それは区だけじゃなくて警察も含めてですけども、どういうイメー

ジでこれから取り組んでいくのかっていうことを、先日の質問でもいただいたところ

なんですね。 
ぜひこういう機会ですので、それぞれの意見をちょっと聞いておきたいというふう

に思いますので、もし答弁ありましたらよろしくお願いいたします。 

（事務局） 
自転車ですとか、新しいマイクロモビリティのルールについて、それを運転する方

が正しく知った上で、利用するということが非常に大事なこととなっております。 
区内でも、交通安全運動の期間には、春の交通安全運動のときに大塚警察署がイベ

ントを通じて、若い方に向けて周知するという取り組みを行っておりますし、また先

日、富坂警察署でも、区内の専門学校に出向いていきまして、正しい利用についての

講習会を実施しているところでございます。 
一般の方に関しましては、警察の方で取締りを強化しているというふうに聞いてお

りますので、そういった機会をとらえて正しい利用の仕方を理解していただくってい

うことが１つの方法かと思っております。また多くの方が集まるような場所で、何ら

かの方法で、正しい乗り方、利用の仕方を周知するっていうことも必要というふうに

は考えておりますので、その具体的な方策については、また引き続き、警察ほか関係



機関とご相談しながら、検討していきたいと考えております。 

【千代委員（文京区女性団体連絡会会長）】 
最初にお伺いした青切符というのがすごくインパクトがあったので、ずっと残って

るのですけど、なんか青切符でずっといくのかなと思って、もしそこが赤切符だった

ら、すごくインパクトがあって注意されてるんだなってイメージがあるのですけれど、

青切符だと何となく安全なような気がして、そういうところはずっと青切符でいくの

でしょうか。 

（事務局） 
酒気帯びというようなことに関しては、これは厳しく臨む必要があるということか

ら法制度としては、青切符ではなく、罰則ということで整理しております。決して軽

微なことではないと、そういうことを前提に、交通安全運動に進めていきたいという

ふうに考えております。 

（成澤会長（文京区長） 
令和６年秋の文京交通安全運動の実施について、及び実施要領については、原案の

通り決定することといたしたいと思いますが、いかがでしょうか。 
それぞれの団体におかれましては、交通安全運動の実施にあたり、ご協力をお願い

いたします。 
以上で議事は終了でございますが、せっかくの機会ですので、委員の皆様から情報

提供ございましたら、ここでお願いをいたします。 
（事務局） 

お知らせが 1点ございます。 
何度か申し上げましたように９月 22 日には、シビックホール小ホールで交通安全

区民のつどいを開催させていただきます。松平健さんや警視庁音楽隊が出演するイベ

ントとなっておりまして、おかげさまで、今現在多くの方にお申し込みをいただいて

おりますが、８月 30 日まで一般の方のお申し込みを受け付けておりますので、よろ

しくお願いいたします。 
また、次回の交通安全協議会でございますが、来年３月を予定しておりますので、

引き続きご協力賜りますようお願いいたします。 
（成澤会長（文京区長） 

それではこれをもちまして、令和６年度第 1 回文京区交通安全協議会を閉会といた

します。ご協力ありがとうございました。 
 

３．閉会 

  成澤会長により閉会 


